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給与収入
123万円以下

給与収入
188万円以下
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ミニマムタックス・超富裕層への追加課税 令和7年より

所得税は、原則、総合課税で、最高税率45％の累進課税方式

例外的に、株式譲渡、不動産譲渡所得は 15％の単純分離課税

これら分離譲渡所得が、10億円を超える年には以下の追加課税を行う。

※ 合計所得60億円なら、3.7億円の追加納税、合計所得30億円なら、1.5億円の追加納税となる。

※ 高額不動産譲渡益、株式上場時、M&Aで会社売却時が対象となりそう。

例 総合課税所得 1000万円、分離譲渡所得 10億円の場合

① 通常の課税

1000万円 × 33％ － 1,536,000 ＝ 1,764,000円

10億円 × 15％ ＝ 150,000,000円

② 改正後追加計算

（1000万円 ＋ 10億円 － 3.3億円） × 22.5％ ＝ 153,000,000円

151,764,000円 Ⓐ

Ⓑ

Ⓑ － Ⓐ ＝ 1,236,000円 の追加
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税収と歳出の現状

一般会計収入 771,227億円 内訳 所得税 179,050億円 法人税 170,460億円

消費税 238,230億円 相続税 32,920億円 他

改正：防衛特別法人税 29,000億円予定

〔 壁 103万円 → 123万円 〕で所得税 △6,750億円減収

2024年度

一般会計歳出 885,627億円 内訳 医療･介護、年金など 377,193億円

防衛費 79,172億円（9.2％ 対GDP 1.5％）

公共事業 60,828億円 文教･科学振興 54,716億円

エネルギー対策 8,329億円（対GDP 1.4％）

プライマリー
ノーバランス △84,400億円（10.9％）

これ以外で
国債利払費 △97,133億円（12.6％）

マイナス計 △181,533億円（23.5％不足）
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将来に向けて問題視されている項目

◦ 同族会社の株式評価額につき、純資産価額と類似業種比準価額の差が、4倍近くに

なり得ることを、会計検査院が指摘。

◦ 所得拡大税制につき、わずかな教育訓練費の追加支出（対前期比10％以上up）で、

莫大な税額控除額の増加（控除率10％up）事例が多数あり、会計検査院が問題視。

◦ 事前確定届出給与制度により、毎月の役員報酬を10万円以下に抑え、年一賞与を

多額に支給することにより、社会保険料の大幅削減と老齢厚生年金の全額受給が

可能になることが、社会保険審議会で問題視。
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